
 

 

宮城県後期高齢者医療広域連合訓令甲第６号（平成２２年８月１１日） 

   非常勤職員取扱規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項第３

号及び第２２条第１項の規定に基づく非常勤職員（以下「非常勤職員」という。）

の任用，報酬，勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（任用期間） 

第２条 非常勤職員の任用期間は，任用開始日の属する会計年度おいて１年を超えな

いものとする。 

２ 非常勤職員の任用期間満了の際，特に必要があると認めるときは，その任用期間

を１年を超えない範囲内で更新することができる。 

（欠格事項） 

第３条 次の各号のいずれかに該当する者は，非常勤職員となることができない。 

⑴ 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。） 

⑵ 禁錮(こ)以上の刑に処せられ，その執行を受けることがなくなるまでの者 

⑶ 広域連合において懲戒免職の処分を受け，その処分の日から２年を経過しない

者 

⑷ 日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下に成立した政府を暴

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し，又はこれに加入した者 

（任用手続） 

第４条 宮城県後期高齢者医療広域連合事務局長（以下「事務局長」という。）は，非

常勤職員を任用する必要が生じた場合には，非常勤職員任用伺（様式第１号）によ

り宮城県後期高齢者医療広域連合長（以下「広域連合長」という。）に提出しなけれ

ばならない。 

２ 事務局長は，非常勤職員を任用しようとするときは，あらかじめ広域連合長の承



 

 

認を得なければならない。 

第５条 事務局長は，前条の承認を受けたときは，次に掲げる要件を備える者のうち

から，予算の範囲内で非常勤職員を任用するものとする。 

⑴ ６５歳未満の者であること。 

⑵ 職務の遂行に必要な知識，技能，資格又は免許を有していること若しくはその

可能性のあること。 

⑶ 健康で，かつ，意欲をもって職務を遂行すると認められること。 

２ 事務局長は，非常勤職員を任用するに当たっては，非常勤職員として任用される

ことを希望する者（以下「任用希望者」という。）から次に掲げる書類を徴した上で，

面接等を行うことにより，その適正を判断しなければならない。 

⑴ 自筆の履歴書（提出前６か月以内に撮影した上半身脱帽の写真付きのもの） 

⑵ 前号に掲げるもののほか，事務局長が必要と認める書類 

第６条 事務局長は，前条の規定により，任用希望者のうちから任用しようとする者

（以下「任用予定者」という。）を選定したときは，当該任用予定者から次に掲げる

書類を徴した上で，その内容について審査しなければならない。 

⑴ 身体検査書（様式第２号又はこれに準ずるもので検査後６か月を経過していな

いもの） 

⑵ 履歴書 

⑶ 免許その他資格を要する場合においては，それらを証する書類 

⑷ 前号に掲げるもののほか，事務局長が必要と認める書類 

２ 事務局長は，前項の規定による書類の審査の結果，適正と認めたときは，速やか

に広域連合長に任用予定者の任用の決定について承認を受けなければならない。 

３ 広域連合長は，前項の規定により任用の決定の承認をしたときは，任用を決定し

た者に非常勤職員任用通知書（様式第３号）を交付するものとする。 

（任用期間の更新） 



 

 

第７条 事務局長は，第２条第２項の規定により任用期間の更新をしようとするとき

は，非常勤職員任用期間更新伺（様式第４号）を広域連合長に提出し，その承認を

受けなければならない。 

２ 広域連合長は，前項の規定により任用期間の更新を承認したときは，任用期間の

更新を決定した非常勤職員に勤務条件（更新）通知書（様式第５号）を交付するも

のとする。 

（服務） 

第８条 非常勤職員は，職務を遂行するに当たっては，この規程のほか，法令，条例，

規則等に従い，かつ，事務局長の指揮監督を受け，その職務上の命令に忠実に従い

職務に専念しなければならない。 

２ 非常勤職員は，広域連合長の許可を受けた場合を除き，職務上知り得た秘密を漏

らしてはならない。その職を退いた後も，同様とする。 

３ 非常勤職員は，その職の信用を傷つけ，又は不名誉となるような行為をしてはな

らない。 

（変更届） 

第９条 非常勤職員は，次の各号のいずれかに変更を生じたときは，速やかに広域連

合長に届け出なければならない。 

⑴ 氏名 

⑵ 住所 

⑶ 通勤の経路又は方法 

⑷ その他広域連合長が必要と認める事項 

２ 前項の届出は，書面により事務局長を経由して行うものとする。 

（勤務時間等） 

第１０条 非常勤職員の勤務時間は，その者の職務内容を考慮し，第１３条で定める

休憩時間を除き，次に掲げる時間を超えない範囲内で，事務局長が割り振るものと



 

 

する。 

⑴ １日につき７時間４５分 

⑵ ４週間を超えない期間につき１週間当たり２９時間 

（休日） 

第１１条 非常勤職員の勤務時間を割り振らない日（以下「休日」という。）は，次

に掲げる日とする。 

⑴ 日曜日及び土曜日 

⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

⑶ １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

⑷ 前条の規定により勤務時間を割り振られた日（以下「勤務日」という。）が１週

間当たり４日以内の非常勤職員については，月曜日から金曜日までの５日間にお

いて，事務局長が別に定めた日 

２ 事務局長は，公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要がある

非常勤職員については，前項の規定にかかわらず，休日を別に定めることができる。

この場合において，事務局長は，あらかじめ広域連合長の承認を受けなければなら

ない。 

（休日の振替） 

第１２条 事務局長は，非常勤職員に前条第２項の規定により休日とされた日におい

て公務の運営上の事情により勤務することを命ずる場合には，勤務日を休日に変更

して，当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる日に割り振

ることができる。 

（休憩時間） 

第１３条 非常勤職員の休憩時間は，正午から午後１時までとする。 

２ 事務局長は，公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要がある

非常勤職員については，前項の規定にかかわらず，休憩時間を別に置くことができ



 

 

る。 

３ 休憩時間は，賃金計算の対象となる勤務時間以外の時間であって，これに対して

報酬を支給しない。 

（年次休暇） 

第１４条 年次休暇は，６か月間継続して勤務し，全勤務日の８割以上出勤した非常

勤職員に対し，継続し，又は分割した別表第１に掲げる日数を与えるものとする。

なお，任用の日から起算して２月間継続勤務し，全勤務日の８割以上出勤した場合

に，継続勤務が２月を超えることとなる日に，別表第１に掲げる日数の半分の日数

（その日数に１日未満の日数があるときは１日に切り上げる）の年次休暇を分割し

て先に与えることができるものとする。 

２ 年次休暇の繰越日数は，当該会計年度において新規に付与された日数（繰越分を

除く。）を限度として，当該会計年度の年次休暇の残日数を次の会計年度に繰り越

すことができる。 

３ 年次休暇の単位は，１日とする。ただし，事務局長が公務の運営上支障がないと

認める場合は，非常勤職員の請求により，半日又は１時間を単位とすることができ

る。 

４ 前項ただし書の規定により時間を単位とする年次休暇を日に換算するときは，当

該非常勤職員の１日の勤務時間（１時間未満の端数を生じた場合はこれを切り上げ

て得た時間）をもって１日とする。ただし，勤務日によって１日の勤務時間が異な

る場合は，事務局長が指定する時間をもって１日とする。 

（特別休暇） 

第１５条 広域連合長は，別表第２に掲げる有給の特別休暇を与えることができる。 

２ 前項に掲げるもののほか，広域連合長は，別表第３に掲げる無給の特別休暇を与

えることができる。 

（欠勤） 



 

 

第１６条 前２条に定める場合を除き，非常勤職員が家事その他の理由により勤務で

きないときは，あらかじめ広域連合長に申し出なければならない。ただし，病気，

災害，その他やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができなかった場合

には，事後において速やかに申し出なければならない。 

（報酬等の決定） 

第１７条 非常勤職員に支給する報酬は，報酬基本額に通勤手当相当額を加算したも

のとし，その額は，広域連合長が別に定める。 

２ 報酬基本額は，月額とする。 

（交通費相当額） 

第１８条 交通費相当額は，通勤のために自動車その他の交通用具を使用し，又は交

通機関を利用して通勤する非常勤職員に対して支給する。 

２ 前項の規定により支給する１か月当たりの交通費相当額は，次の各号に掲げる交

通手段に応じて，当該各号に掲げる額とする。ただし，その合計額が５５，０００

円を超えるときは，５５，０００円とする。 

⑴ 自動車，原動機付自転車その他原動機付の交通用具又は自転車等交通用具を使

用する区間 別表４に掲げる区分に応ずる月額（ただし，必要勤務日数が週４日

以下の場合は別表３に掲げる区分に応ずる日額に実勤務日数を乗じた額） 

⑵ 交通機関を利用する区間 通用期間１か月の通勤用定期券の価額（ただし，必

要勤務日数が週４日以下の場合は，通勤に必要な往復運賃に相当する額に実勤務

日数を乗じた額とし，その額が通用期間１か月の通勤用定期券の価額を超えると

きはその額） 

３ 前項に規定する交通費の算出は，運賃，時間，距離等の事情に照らし最も経済的

かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法によるものとし，片道の交通用

具の使用及び交通機関の利用距離がそれぞれ２キロメートル以上（仙台駅前県庁市

役所間のバス又は仙台駅勾当台公園駅間の地下鉄利用を含む）の場合に支給する。 



 

 

４ 月の途中で運賃の改定及び住所の変更等の事由により，運賃の負担額に変更が生

じた場合は，当該事由の発生した日から交通費を変更して支給する。この場合，交

通費相当額は次項による日割り計算とし、その合計額が変更前又は変更後における

１か月あたりの交通費相当額の高いほうの額を超える場合はその額とする。 

５ その月の交通費支給対象勤務日数がその月の全勤務日数の８割未満（その日数が

１６日を越えるときは１６日未満）の場合は該当各号の日額に交通費支給対象勤務

日数をかけた額を支給する。ただし，第２号に該当する日額にその月の交通費支給

対象勤務日数をかけた額が第２項第２号の額を超える場合は、第２項第２号の額と

する。 

（報酬等の支払） 

第１９条 非常勤職員に支給する報酬等の計算期間は，月の初日から末日までとし，

翌月の２１日に通貨で直接その全額を当該非常勤職員に支払うものとする。ただし，

当該非常勤職員から口座振替払を希望する申出があったときは，口座振替の方法に

より支払うことができる。 

２ 前項ただし書に定める申出は，口座振替払申出書（様式第６号）により行うもの

とする。  

３ 第１項に規定する報酬等の支給日が休日に当たるときは，同項の規定にかかわら

ず，その日前において，その日に最も近い休日でない日を支給日とする。 

４ 非常勤職員が月の途中で任用され，退職し，若しくは解雇され，又は正規の勤務

日数を勤務しないときは，日割り計算の方法により算出した額を支給するものとす

る。この場合の日割り計算の方式は，報酬月額に勤務した日数を乗じ，その額をそ

の月の勤務日数で除して得たものとする。 

５ 前項の日割り計算の方法により算出した額に円単位未満の端数を生じたときは，

これを切り捨てる。 

（勤務１時間当たりの報酬額） 



 

 

第２０条 非常勤職員の勤務１時間当たりの報酬額は，報酬の月額に１２を乗じ，そ

の額を１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたもので除した額とする。 

（報酬の減額） 

第２１条 非常勤職員が定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないとき

は，その勤務しない１時間につき，前条に規定する勤務１時間あたりの報酬額を減

額して支給する。ただし，その勤務しない時間が年次休暇又は有給の特別休暇の取

得による場合は，報酬を減額しない。 

２ 前項の規定により算出した額に円単位未満の端数を生じたときは，これを切り捨

てる。 

（旅費） 

第２２条 非常勤職員が公務のため旅行する場合は，職員等の旅費に関する条例（平

成１９年宮城県後期高齢者医療広域連合条例第１６号）及び職員等の旅費支給規則

（平成１９年宮城県後期高齢者医療広域連合規則第１０号）を準用する。この場合

において，同条例及び規則中「職員」とあるのは「非常勤職員」と読み替えるもの

とする。 

（服務） 

第２３条 非常勤職員の服務については，この規程に定めるもののほか，職員服務規

程（平成１９年宮城県後期高齢者医療広域連合訓令甲第７号）を準用する。この場

合において，同規程中「職員」とあるのは「非常勤職員」と読み替えるものとし，

同規程により難い事項については，広域連合長が別に定める。 

（退職） 

第２４条 非常勤職員は，次の各号のいずれかに該当したときは退職する。 

⑴ 任用期間が満了したとき。 

⑵ 退職したい旨の届出を提出し，広域連合長に承認されたとき。 

⑶ 本人が死亡したとき。 



 

 

２ 前項第２号に規定する退職の届出は，特別の事情がある場合を除き，退職を希望

する日の３０日前までに事務局長を経由して広域連合長に提出しなければならな

い。 

（免職） 

第２５条 広域連合長は，非常勤職員が次の各号のいずれかに該当すると認められる

ときは，その意に反して当該非常勤職員を免職することができる。 

⑴ 勤務成績又は職務能率が著しく不良であると認められるとき。 

⑵ 心身の故障のため職務の遂行に支障があり，又はこれに堪えないと認められる

とき。 

⑶ 服務の規定に違反する行為があったと認められたとき。 

⑷ 職制の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたとき。 

２ 広域連合長は，前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当するときは，

その期間免職しないものとする。 

⑴ 非常勤職員が，公務上負傷し，又は疾病にかかり，療養のための特別休暇を取

得している期間及びその後の３０日間 

⑵ 女性の非常勤職員が，産前産後のための特別休暇を取得している期間及びその

後の３０日間 

３ 広域連合長は，第１項の規定により職を免ずる場合は，免職日の３０日前までに

文書をもって当該非常勤職員に対し，予告するものとする。 

４ 前２項の規定にかかわらず，非常勤職員の責めに帰すべき事由により免職する場

合は，直ちに免職することができる。 

（社会保険） 

第２６条 非常勤職員は，雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号），厚生年金保険

法（昭和２９年法律第１１５号）及び健康保険法（大正１１年法律第７０号）の規

定に基づき被保険者となることができる。 



 

 

（災害補償） 

第２７条 非常勤職員の公務上の災害に対する補償については，労働者災害補償保険

法（昭和２２年法律第５０号）又は非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（平

成１９年宮城県後期高齢者医療広域連合条例第５号）の規定を適用する。 

（健康診断） 

第２８条 広域連合長は，非常勤職員に年１回，健康診断を受診させるものとする。

ただし，広域連合長が必要と認めるときは，非常勤職員の全部又は一部に対して臨

時に受診させることができる。 

２ 健康診断の検査項目その他の健康診断の実施に関し必要な事項は，別に定める。 

（非常勤職員の任用管理等） 

第２９条 総務課長は，非常勤職員を任用しようとするとき，及び任用した非常勤職

員の報酬その他身分の取扱いに関し変動が生じたときは，事務局長に協議又は報告

を行うものとする。 

２ 総務課長は，非常勤職員の任用状況等についての記録を管理しなければならない。 

（その他） 

第３０条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は，事務局長が別に定める。 

 

附 則 

この訓令は，公布の日から施行する。 



 

 

別表第１（第１５条関係） 

勤 続 年 数 
必要勤務日数が

週で定められて

いる非常勤職員

の週の必要勤務

日数 

必要勤務日数が

週以外の期間で

定められている

非常勤職員の１

年間の必要勤務

日数 

６か月
１年 

６か月

２年 

６か月

３年 

６か月

４年 

６か月 

５年 

６か月

６年 

６か月

５日 ２１７日以上 １０日 １１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日

４日（１週間の

勤務時間が２９

時間の者） 

－ １０日 １１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日

４日（１週間の

勤務時間が２９

時間未満の者） 

１６９日から 

２１６日まで ７日 ８日 ９日 １０日 １２日 １３日 １５日

３日 
１２１日から 

１６８日まで 
５日 ６日 ６日 ８日 ９日 １０日 １１日

２日 
７３日から 

１２０日まで 
３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日 

１日 
４８日から 

７２日まで 
１日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日 

 



 

 

別表第２（第１６条関係） 

事     由 承認を与える期間 

１ 非常勤職員が選挙権その他公民として権利を

行使する場合で，その勤務しないことがやむを

得ないと認められる場合 

必要と認める期間 

２ 非常勤職員が裁判員，証人，鑑定人，参考人等

として国会，裁判所，地方公共団体の議会その

他の官公署へ出頭する場合で，その勤務しない

ことがやむを得ないと認められる場合 

必要と認める期間 

３ 地震，水害，火災その他の災害，交通機関等の

事故，法令の規定に基づく交通遮断又は隔離そ

の他の不可抗力の原因により，勤務しないこと

がやむを得ないと認められる場合 

必要と認める期間 

４ 非常勤職員の親族（付表の親族の欄に掲げる親

族に限る。）が死亡した場合 

同表の親族の区分に応じ同

表の日数の欄に掲げる連続

する日数（葬儀のため遠隔地

に赴く場合にあっては，往復

に要する日数を加えた日数）

の範囲内の期間 

５ 非常勤職員が父母，配偶者及び子の追悼のため

の特別な行事を行う場合 

１日 

６ 夏季における心身の鍛錬，健康の維持及び増進

又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相

当であると認められる場合 

広域連合長が定める日数 

付 表 

日                数 
親 族 

 血  族 姻  族

配 偶 者 １０日   

父 母  ７日 ５日（非常勤職員と生計を一に

していた場合にあっては，７日）

子  ５日 １日（非常勤職員と生計を一に

していた場合にあっては，５日）

祖 父 母  ３日（非常勤職員が代襲相

続し，祭具等の承継を受け

る場合にあっては，７日）

１日（非常勤職員と生計を一に

していた場合にあっては，３日）

孫  １日  

兄弟姉妹  ３日 １日（非常勤職員と生計を一に

していた場合にあっては，３日）

おじおば  １日（非常勤職員が代襲相

続し，祭具等の承継を受け

る場合にあっては，７日）

１日 



 

 

別表第３（第１６条関係） 

事     由 承認を与える期間  

１ 非常勤職員が公務上の負傷若しくは疾病又は

通勤（地方公務員災害補償法（昭和４２年法律

第１２１号）第２条第２項に規定する通勤をい

う。）による負傷若しくは疾病により療養を要す

る場合で，その勤務しないことがやむを得ない

と認められる場合 

必要と認める期間 

２ 結核性疾患により療養を要する場合（特に療養

の必要がないが一定の期間内において１日の勤

務時間を軽減する必要がある場合を含む） 

必要と認める期間 

３ 非常勤職員が私事による負傷又は疾病のため

療養する必要があり，その勤務しないことがや

むを得ないと認められる場合 

引き続き９０日以内で必要と

認める期間 

４ 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄液の提供

希望者としてその登録を実施する者に対して登

録の申出を行い，又は骨髄移植のため配偶者，

父母，子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供

する場合で，当該申出又は提供に伴い必要な検

査，入院等のため勤務しないことがやむを得な

いと認められる場合 

必要と認められる期間 

５ 非常勤職員が自発的に，かつ，報酬を得ないで

次に掲げる社会に貢献する活動（専ら親族に対す

る支援となる活動を除く。）を行う場合で，その

勤務しないことが相当であると認められるとき 

イ 地震，暴風雨，噴火等により相当規模の災害

が発生した被災地又はその周辺の地域におけ

る生活関連物資の配布その他の被災者を支援

する活動 

ロ 障害者支援施設，特別養護老人ホームその他

の主として身体上若しくは精神上の障害があ

る者又は負傷し，若しくは疾病にかかった者に

対して必要な措置を講ずることを目的とする

施設であって広域連合長が定めるものにおけ

る活動 

ハ イ及びロに掲げる活動のほか，身体上若しく

は精神上の障害，負傷又は疾病により常態とし

て日常生活を営むのに支障がある者の介護そ

の他の日常生活を支援する活動 

１年につき５日以内で必要と

認められる期間 

６ 非常勤職員が結婚する場合 連続する７日以内で必要と

認められる期間 



 

 

７ 妊娠中の女子非常勤職員が妊娠に起因する障

害（つわり）のため勤務することが著しく困難で

ある場合 

１０日以内で必要と認めら

れる期間 

８ 妊娠中の女子非常勤職員が通勤に利用する交

通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持

に影響があると認められる場合 

１日１時間又は１日２回各３

０分 

９ 妊娠中又は出産後１年以内の女子非常勤職員

が母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１

０条に規定する保健指導又は同法第１３条に規

定する健康診査を受ける場合 

必要と認められる期間 

１０ 妊娠中の女子非常勤職員が，その業務が母体

又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休

息し，又は補食する場合 

必要と認められる期間 

１１ 女子非常勤職員が妊娠１２週未満で流産し

た場合 

１０日以内で必要と認められ

る期間 

１２ 女子非常勤職員が８週間（多胎妊娠の場合に

あっては，１４週間）以内に出産を予定している

場合 

出産の日までの申し出た期間

１３ 女子非常勤職員が出産した場合 出産の日の翌日から８週間を

経過する日までの期間 

１４ 女子非常勤職員が生後満１年６月に達しな

い子を育てる場合 

１日２回それぞれ１時間以内

又は３０分で合計して１日９

０分以内 

１５ 男子非常勤職員が生後満１年６月に達しな

い子を育てる場合（その妻（届出をしないが事実

上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）

が就労していない場合で，負傷，疾病，心身の障

害等の状態にあり，当該子の養育に当たることが

困難なとき，又はその妻が介護，就労等のため，

男子非常勤職員の勤務する時間帯において当該

子の養育を現実に行うことができないとき。） 

１日２回それぞれ１時間以内

又は３０分でその妻が取得す

る時間と合計して１日９０分

以内 

１６ 女子非常勤職員が生理日において勤務する

ことが著しく困難である場合 

２日以内 

１７ 非常勤職員が妻の出産に伴い勤務しないこ

とが相当であると認められる場合 

職員の妻の出産に係る入院等

の日から当該出産の日後２週

間を経過する日までの間にお

いて２日以内で必要と認めら

れる期間 

１８ 非常勤職員の妻が出産する場合であってそ

の出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合にあって

は，１４週間）前の日から当該出産の日後８週間

を経過する日までの期間にある場合において，当

該出産に係る子又は小学校の就学の始期に達す

るまでの子（妻の子を含む。）を養育する非常勤

当該期間内において５日以内

で必要と認められる期間 



 

 

職員が，これらの子の養育のため勤務しないこと

が相当であると認められるとき 

１９ 非常勤職員の保護する乳幼児が，母子保健法

に基づく健康診査又は予防接種法（昭和２３年法

律第６８号）に基づく予防接種を受ける場合で，

当該非常勤職員の介助を必要とするとき 

必要と認められる期間 

２０ 勤務時間等条例第１６条第１項に規定する

日常生活を営むのに支障がある者（以下「要介護

者」という。）の介護，要介護者の通院等の付添

い，要介護者が介護サービスの提供を受けるため

に必要な手続の代行その他の要介護者の世話を

必要とする場合で当該非常勤職員以外に世話を

する者がいないとき 

１年につき５日（要介護者が

２人以上の場合にあっては，

１０日）以内で必要と認めら

れる期間 

２１ 非常勤職員の配偶者（届出をしていないが事

実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同

じ。）並びに２親等内の血族及び姻族（小学校就

学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。

次項において同じ。）を除く。）が負傷又は疾病の

ため医師の診断により看護を必要とする場合で，

当該職員以外に看護者がいないとき 

１年につき５日以内で必要と

認められる期間 

２２ 非常勤職員の小学校就学の始期に達するま

での子が負傷又は疾病（予防を図るための予防接

種及び健康診断を含む。）のため看護を必要とす

る場合 

１年につき５日（その養育す

る小学校就学の始期に達する

までの子が２人以上の場合に

あっては，１０日）以内で必

要と認められる期間 

２３ 非常勤職員が学校教育法（昭和２２年法律第

２６号）第５４条の規定に基づく高等学校の通信

教育生徒又は同法第８４条の規定に基づく大学

の通信教育学生となり，定められた面接授業に出

席する場合 

必要と認められる期間 

２４ 非常勤職員が国，県その他の公共的団体から

表彰を受けるため，表彰式に出席する場合 

必要と認められる期間 

２５ 非常勤職員が国が行う職務の遂行に必要な

資格試験を受ける場合 

必要と認められる期間 

２６ 非常勤職員が国際的な運動競技会又は国，地

方公共団体若しくはこれに類する団体が主催す

る運動競技会に，選手又は役員として参加する

場合 

必要と認められる期間 

２７ 非常勤職員が職務に関連があると認められ

る海外視察及び海外派遣団に参加する場合 

必要と認められる期間 

２８ 上記に掲げるもののほか，連合長が特に必要

と認めた場合 

必要と認められる期間 

 



 

 

別表第４ 

区  分 日 額 月 額 

片道  ２㎞以上 １０㎞未満 ２００円 ４，０００円

片道 １０㎞以上 １５㎞未満 ３００円 ６，０００円

片道 １５㎞以上 ２０㎞未満 ４００円 ８，０００円

片道 ２０㎞以上 ２５㎞未満 ５００円 １０，０００円

片道 ２５㎞以上 ３０㎞未満 ６００円 １２，０００円

片道 ３０㎞以上 ３５㎞未満 ７００円 １４，０００円

片道 ３５㎞以上 ４０㎞未満 ８００円 １６，０００円

片道 ４０㎞以上 ９００円 １８，０００円

 



 

 

様式第１号（第４条関係） 

 

非 常 勤 職 員 任 用 伺 

 

 

下記のとおり非常勤職員を必要とするので，任用の承認をお願いいたします。 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

宮城県後期高齢者医療広域連合長 様 

 

 

宮城県県後期高齢者医療広域連合事務局長 

 

職 種 

（業 務 内 容） 
 

勤 務 場 所  

任 用 期 間  

任 用を必要 

と する理由 
 

報 酬基本額 円 

社 会保険等 適用無し・適用有り 

予 算 計 上 

の 有 無 

第 款 第 項 第 目 

予算額       円   支出予定額       円 

特 記 事 項 

備 考 

任用予定者：住所，氏名，年齢等 

 

 



 

 

様式第２号（第６条関係） 

身 体 検 査 書 

 

住 所 

氏 名 

（  年  月  日生） 

 

呼 吸 器 

 

消 化 器 

 

循 環 器 

 

血 圧 

 

胸 部 

レントゲン所見 

 

各種感染症・ 

身体障害の有無 

 

既 往 症 

 

上記のとおり診断する。 

 

  年  月  日 

（医療機関名） 

医師          印 



 

 

様式第３号（第６条関係） 

非常勤職員任用通知書 

 

平成  年  月  日 

 

（氏名）          様 

 

宮城県後期高齢者医療広域連合長        印 

 

 あなたを宮城県後期高齢者医療広域連合非常勤職員として，下記の条件により任用します。 

 

記 

任 用 期 間 平成  年  月  日から平成  年  月  日 

勤 務 場 所 
仙台市青葉区上杉一丁目２番３号 宮城県自治会館９階 

宮城県後期高齢者医療広域連合     課 

勤 務 内 容  

勤 務 時 間  

休 憩 時 間 １２時００分から１３時００分まで 

報 酬 等 報酬（月額）       円 

報酬等の支払 

毎月末で締め切り，翌月21日に現金払の方法により支払います。 

（口座振込み希望の方は，口座振替払申出書を提出してください。） 

※支払日が休日，日曜日又は土曜日に当たるときは，それぞれのその日の前日

に繰り上げて支払います。 

その他の事項 非常勤職員取扱規程に定める事項によります。 

 



 

 

様式第４号（第７条関係） 

 

非常勤職員任用期間更新伺 

 

 

下記のとおり非常勤職員の任用期間を更新したいので，承認をお願いします。 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

宮城県後期高齢者医療広域連合長 様 

 

 

宮城県県後期高齢者医療広域連合事務局長 

 

職 種 

（業 務 内 容） 
 

勤 務 場 所  

任 用 期 間  

更新理由  

報 酬基本額 円 

社 会保険等 適用無し・適用有り 

予 算 計 上 

の 有 無 

第 款 第 項 第 目 

予算額       円   支出予定額       円 

特 記 事 項 

備 考 

任用予定者：住所，氏名，年齢等 

 

 



 

 

様式第５号（第７条関係） 

非常勤職員勤務条件（更新）通知書 

 

平成  年  月  日 

 

（氏名）          様 

 

宮城県後期高齢者医療広域連合長        印 

 

 あなたを宮城県後期高齢者医療広域連合非常勤職員として，下記の条件により任用を更新します。 

 

記 

任 用 期 間 平成  年  月  日から平成  年  月  日 

勤 務 場 所 
仙台市青葉区上杉一丁目２番３号 宮城県自治会館９階 

宮城県後期高齢者医療広域連合     課 

勤 務 内 容  

勤 務 時 間  

休 憩 時 間 １２時００分から１３時００分まで 

報 酬 等 報酬（月額）       円 

報酬等の支払 

毎月末で締め切り，翌月21日に現金払の方法により支払います。 

（口座振込み希望の方は，口座振替払申出書を提出してください。） 

※支払日が休日，日曜日又は土曜日に当たるときは，それぞれのその日の前日

に繰り上げて支払います。 

その他の事項 非常勤職員取扱規程に定める事項によります。 

 



 

 

様式第６号（第１９条関係） 

 

口 座 振 替 申 出 書 

 

平成  年  月  日 

 

宮城県後期高齢者医療広域連合長 あて 

 

（住所） 

（氏名）           印 

 

 

私の賃金等の支払について，非常勤職員取扱規程第１９条第２項の規定に基づき，下記の口座へ

の振替を申し出ます。 

 

記 

 

 

振込先金融機関 

金融機関名 支 店 名 

種 別 口座番号 

  
１．普通 

２．当座 
 

 
※ 該当する種別の番号に○をつけること。 
※ 通帳のコピーを添付すること。 

 


